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○相楽郡広域事務組合職員服務規程 
（昭和５６年８月制定） 

改正 平成元年３月１７日規程第１号 

平成１６年５月２８日規程第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、相楽郡広域事務組合における一般職の職員（以下「職員」という。）の服務につ 

いては、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。 

（服務の原則） 

第２条 職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３０条から第３ 

８条まで及び同法に基づく条例、規則において定める次の各号に掲げる事項を厳重に守らなければな

らない。  

 （１）郡民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当っては全力を挙げて

これに専念しなければならない。 

 （２）新たに職員となった者は、相楽郡広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例（昭和５６年８

月制定）第２条の規定により、服務の宣誓をしなければならない。 

 （３）職員は、その職務を遂行するに当って、法令並びに条例、規則及び規程に従い、かつ上司の職

務上の命令に従わなければならない。 

 （４）職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

 （５）職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

 （６）法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、代

表理事の許可を受けなければならない。 

 （７）相楽郡広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和５６年８月制定）第

２条の規定により承認を得た場合を除く外、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行の

ために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

 （８）政党その他の政治団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又は

これらの団体の構成員となるように若しくはならないように、勧誘運動をしてはならない。 

 （９）選挙運動に関与し、若しくは関与するようそそのかす行為をしてはならない。 

 （10）同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又はその郡の機関の活動能率を低下させる怠業的行為

をしてはならない。またこのような違法な行為を企て、その遂行を共謀し、そそのかし、若しく

はあおってはならない。 

 （11）代表理事の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他

の団体の役員及び職員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て

いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 

（事務運営） 

第３条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調をはかり、かつ合理的な計画をた 

て適確迅速に処理しなければならない。 

（応対） 

第４条 職員は、面接又は電話による応答に当たっては常に懇切丁寧に接しなければならない。 

（願、届等の提出手続） 

第５条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めが 

あるものを除くほか、すべて任命権者あてに提出しなければならない。 

（身分証明書） 

第６条 職員は、常に身分証明書（様式第１号）を携帯しなければならない。 
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２ 前項の身分証明書は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、た

だちに次長に返還するものとする。 

３ 職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

４ 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、その理由を記載した書面に当該身分証明書

を添附し、次長に届け出て、その訂正を受けなければならない。 

５ 職員は、身分証明書を亡失又はき損したときは、その理由を記載した書面により次長を経由して、

代表理事に願い出てその再交付を受けなければならない。 

（研修） 

第７条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合は、全力を傾注して知識、技能等の修 

得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。 

（出勤簿） 

第８条 職員は、勤務したときは、自らタイムカードを押すこととし、自筆での記入はできない。また、 

他人のタイムカードを押してはならない。 

（遅刻、早退、休暇、欠勤の手続） 

第９条 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、勤務時間中に早退しようとするとき、特別 

休暇を受け、若しくは欠勤しようとするときは、別表に定める区分に応じ、特別休暇願（様式第２号）

又は欠勤届（様式第３号）により、事前にその承認を受けなければならない。 

 ２ 職員は、年次休暇をとろうとするときは、年次休暇届（様式第４号）により事前にその届出をし

なければならない。 

（勤務時間中の離席） 

第１０条  職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。 

２ 職員は、勤務時間中に離席を要するときは、次長又は他の職員に行先を明らかにしておかなければ

ならない。 

（一時外出） 

第１１条  執務時間中において職員が、公務のため又はやむを得ない事情のため一時庁外に出ようとす 

るときは、その用件、所要時間、帰庁予定時刻などを次長に申し出てその承認をうけなければならな

い。 

（物品の整理保管） 

第１２条  職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しな 

ければならない。 

２ 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。 

（重要書類の保管及び表示） 

第１３条  重要書類は、保管庫に納めて見易い場所におき、朱色で「非常特出」の表示をしておかなけ 

ればならない。 

（服装等） 

第１４条  職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整とんして置かなければならな 

い。 

（旅行届） 

第１５条  職員が私事のため３日以上にわたり旅行しようとするときは、その理由、期間、行先を記し 

た旅行届（様式第５号）を提出しなければならない。 

（出張） 

第１６条  出張を要するときは、出張命令書（様式第６号）により上司の決裁を受けなければならない。 

２ 出張先において予定を変更しようとするときは、速かに出張命令権者の承認を受けなければならな

い。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後承認をもって足る。 

（復命） 
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第１７条  出張中に取り扱った事務のてん末は、帰庁後直ちに復命書（様式第７号）をもって、その要 

領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口答をもってすることができる。 

（時間外勤務命令等） 

第１８条  職員に、時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外（休日・夜間）勤務命 

令書（様式第８号）により行うものとする。 

（事務の引継） 

第１９条  退職、休職、転任等の場合には、５日以内に担当事務を後任者又は任命権者の指定するもの 

に引継がなければならない。 

２ 出張、休暇及び欠勤等の場合において担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を

次長に申し出、関係職員に引継がなければならない。 

（赴任） 

第２０条  新たに職員となった者は、その通知を受けた日から５日以内に赴任しなければならない。 

２ 特別の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、任命権者の許可を受けなければ

ならない。 

（履歴書の提出） 

第２１条  新たに職員となった者は赴任後５日以内に職員台帳（様式第９号）を次長に提出しなければ 

ならない。氏名の変更、住所の移転、移籍、学歴資格、免許の取得の場合も同様とする。 

（事故報告） 

第２２条  次長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長に報告しなければな 

らない。 

（退庁） 

第２３条  職員が退庁しようとするときは、文書類は所定の保管庫に納め事務用品を整理整とんし、机 

の上には、文書物品を置かないようにしなければならない。 

（火気取締り） 

第２４条  次長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければな 

らない。 

２ 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びそ

の設置場所に必要な処置をとらなければならない。 

（鍵の取扱い） 

第２５条  次長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。 

（退庁時の火気点検及び施錠等） 

第２６条  各室の最後の退庁者は、退庁の際、その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を 

行った後、室の鍵を管理人に引継がなければならない。 

（執務時間外の登庁） 

第２７条  執務時間外に臨時に登庁した者は、退庁のときは、火気に注意し、その取締を管理人に引き 

継がなければならない。 

（非常心得） 

第２８条  職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場 

合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、昭和５６年８月１日から適用する。 

附 則（平成元年規程策１号） 

 この規程は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則（平成１６年規程第３号） 

 この規程は、公布の日から施行し、平成１６年５月１日から適用する。 
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別表 略 
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様式第１号（第６条関係） 

 

表 

契 

第  号                      印 

 

身  分  証  明  書 

 

職 氏 名 

 

年  月  日 生 

 

相楽郡広域事務組合職員であることを証明する。 

 

相楽郡広域事務組合 

代表理事      印 

  

平成  年  月  日交付 

写 

 

真 

 

 

裏 

第  号  

 

血液型   型 

 

注       意 

 

１ この証明書は、相楽郡広域事務組合職員服務規程に基づき、

常に携帯し、必要に応じて関係者に呈示しなければならない。

 

 

２ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
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様
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す
。
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間
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）

　
　
　
印

　
自

平
成

年
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日
時

分

至
平
成

年
月

日
時

分
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式
第
６
号
（
第
１
６
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係
）
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日
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日

　
　

　

月
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張
　
（
伺
）
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書
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幹

月 日
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成
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命 令 （ 伺 ）
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事
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務
局
長
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長
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年
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日
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様式第９号

氏　　名 旧氏名
改姓
年月日

　年　月　日

本 籍 地

現 住 所

就　　職

年 月 日

退会年月日

退会年月日

退会年月日

性別 生年月日
職員と
の続柄

認定年月日 取消年月日 備　　考

その他参考事項

　被扶養者氏名

相楽郡広域事務組合職員台帳

ふりがな 生年月日 　年　月　日生 性別 男　　女

学　　歴

賞　　罰

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

退　職
年月日

本採用

仮採用

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

   共済組合加入年月日

   厚生会加入年月日
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前歴及び職歴（兵役）（組合へ就職以前のもの）

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

連絡方法

（　）共済組
合組合員期間

退職一時金受
給の有無

年金条例職員
期間

至　　　年　　月　　日

有（基礎期間）自　　　年　　月　　日

無（　　　円）至　　　年　　月　　日

自　　　年　　月　　日

至　　　年　　月　　日

退職一時金受
給の有無

その他参考事
項

公務員期間についての参考事項

自　　　年　　月　　日

有（基礎期間）自　　　年　　月　　日

無（　　　円）至　　　年　　月　　日

現住所への略図

TEL　　番

任　　　　　　　　　　免

等級 月額

給料職名年　　月　　日
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時
 
間
 
外
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間
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月
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の
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